
 

  国境税調整について 

１．中央環境審議会におけるこれまでの検討 

 中央環境審議会第９回施策総合企画小委員会検討資料２－１（平成 16 年７

においては、国境税調整1について以下のように論じられている。 

 

○ 国境税調整等 

温暖化対策税に関して、輸出品に対して、製造工程等において払った温暖

税を輸出時に還付する、温暖化対策税が課税されていない輸入品に対して、

階でそれまでに使用したエネルギーの量に応じて、温暖化対策税を課税する

た国境税調整を行い、一国のみの温暖化対策による当該国の国内産業に負担

ることを防ぐようにすることも考えられる。 

このような国境税調整を行うには、以下の課題を解決する必要があるが、

は、こうした課題を解決し、温暖化対策税に国境税調整を導入した例はない

課題① 国境税調整によって温暖化対策税の温室効果ガス排出抑制効果が失

のではないか。 

○ 国境税調整をする場合には、輸出品には温暖化対策税が課税されない

なり、経済への影響は少なくなるかもしれないが、同時に輸出品につい

暖化対策税の価格インセンティブ効果も失われる。 

課題② 国境税調整が国際貿易のルール上認められるか 

○ WTO のルール下では、製品の特性や物理的に製品に取り込まれた投入

づいて国境税調整を行うことが一般に認められているが、温暖化対策税

に、物理的に製品に取り込まれない投入物に対する課税、すなわち、化

の消費に対する課税に対し、国境税調整が認められるかについては、意

一致がある。 

課題③ 化石燃料の消費に課される環境税について、製品段階で国境税調整

することが技術的に可能か。 

○ 国境税調整を実施すべき製品数が膨大になり、全ての製品について、

程で投入された化石燃料に係る税額や海外市場向け製品比率などを把握

                                            
1   国境税調整とは、仕向地原則（destination principle）を、全体的または部分的に実現する
のことを指す。（すなわち、輸出国の国内市場で消費者に販売される類似の国内産品に関して輸

て課される税の全部または一部を輸出産品から免除する、そして輸入国において類似の国内産品

税の全部または一部を、消費者に販売される輸入産品に課す措置を指す。） 
  なお、国境税調整に関する GATTワーキングパーティーの報告書（1970）は、主に一般消
付加価値税等についての検討を経て取りまとめられている。 
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国境税調整を行うことは困難。特に、組立型の産業においては、エネルギーを

どのように使っているか把握することが困難であり、国境税調整も困難。 

○ 世界中で採用される生産方法が多様であることから、例えばエネルギー量に

応じて輸入時に税を課すことは困難。 

 

２．国境税調整の実例 

 
温暖化対策としての環境税については、導入している諸外国において国境税調整を行

っている例はない。ただし、他の環境関連税制で国境税調整を行っている例がある。 

 

（１）化学物質税（米国） 

  名称：化学物質税 

背景：スーパーファンド法に基づき、土壌汚染対策のための基金が創設され、そのた

めの財源の一つとして 1986 年に導入。（1995 年に課税停止） 

対象：指定化学物質（42 物質） 

課税額：指定化学物質１トン当たり 0.22～4.87 米ドル（物質によって異なる） 

国境税調整の対象（輸出段階）：指定化学物質及び指定化学物質を材料とする物 

国境税調整の対象（輸入段階）：指定化学物質及び指定化学物質を材料とする物（生

産工程で指定化学物質を使って作られたものであり、

原料の 50％以上が指定化学物質を占める物等）。 

 

＊ 指定化学物質を材料とする物についての輸出段階での国境税調整の方法： 

 申告に基づく還付措置 

 

＊ 指定化学物質を材料とする物についての輸入段階における国境税調整の方法： 

① 輸入者が指定化学物質の使用量を示して、その情報に基づき課税 

② 不明の場合、標準的な生産方法を想定して作成したリストを基に課税 

③ ②にも該当しない場合、価格の５％を一律課税。 

 

 ＊ カナダ、メキシコ、EU は、輸入段階での国境税調整について提訴をして、1987 年

に GATT パネル裁定が出された。その中では、①②は、GATT と矛盾するものではな

いとされた一方、③は、輸入品に国内製品以上の高い税を課す可能性があるため、

GATT 違反になることを指摘している。 
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（２）ＯＤＣ税（米国） 

  名称：ＯＤＣ（オゾン破壊化学物質）税   

対象：フロン、ハロン等 20 物質 

施行：1990 年～ 

課税額：標準税率は、初年度 5.35 米ドル／ポンドで、１年ごとに 45 セント追加され

る。この標準税率に物質毎の係数（0.6～10.0 だが、ほとんどの物質が 1.0）

をかけたものが税率となる。 

    （例えば CFC11 や CFC12 の場合、この課税により 94 年時点で価格が約３倍

に上がった。） 

国境税調整の対象（輸出段階）：フロン等対象物質 

国境税調整の対象（輸入段階）：フロン等対象物質及び対象物質を材料とする物（生

産工程で対象物質を使ったものが含まれるが、使用量

に基づき裾切りが行われている。） 

 

 ＊ 対象物質を材料とする物についての輸入段階における国境税調整の方法： 

① 輸入者が対象物質の使用量を示して、その情報に基づき課税。 

② 不明の場合、標準的な生産方法を想定して作成したリスト(次頁以降を参照）を基

に課税 

③ ②にも該当しない場合、価格の５％を一律課税。 

  ＊ GATT・WTO で提訴された事例はない。 

  ＊ ODC 税は低率の化学物質税と異なり、課税額が製品の最終価格の中で大きな割合

を占めているため、脱税や密輸を誘発することが懸念された。このため、課税対象

の判別方法について、環境保護庁（ＥＰＡ）から税関職員に対する研修などの点で

協力が行われている。 
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（参考） ＯＤＣ税の課税額決定のために標準的な生産方法を想定して作成したリスト 

 

 以下に掲げられた製品を輸入する場合は、対象物質を材料とする物として国境税調整の

対象となり、ＯＤＣの欄の物質がＯＤＣWeight の欄の量使われているとされ、その分課税

されることとなる。 
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（３）参考：日本の消費税 

 日本の消費税については、輸入品に対する課税・輸出品に対する免税が行われている。 

 輸入品については、保税地域から引き取る者は、輸入申告書を提出し、消費税を納付

しなければならない。課税標準は、関税課税価格（いわゆるＣＩＦ価格）に関税の額と、

消費税及び地方消費税以外の個別消費税に相当する金額とを加算した額である。このた

め、海外で生産された製品については、商品を製造するのに使われたエネルギー・コス

トを含めた製品の価値全体に対して、消費税が上乗せされ、国境税調整がなされること

となる。 

 

 一方、輸出の際には、消費税が免除される。これは、内国消費税である消費税は外国

で消費されるものには課税しないという考えに基づくものである。 

輸出品となるものを仕入れる際には、消費税を支払うが、仕入れに含まれる消費税及

び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができる。 

 このため、商品を製造するのにエネルギーを使う場合でも、そのエネルギーに課税さ

れた消費税は、価格に上乗せされるため、輸出時に価格全体の中で、還付の対象となり、

国境税調整がなされることとなる。 

 
 

３．文献や国際機関での議論 

 

 １）GATT,WTOに関連する課題 
  GATTやWTOといった自由貿易のルールからすると、炭素税やエネルギー税に対す
る国境税調整が許容されるかについては、例えば、以下の課題がある。 

 

①  輸入産品については、同種の国内産品に課せられる内国税に相当する課徴金を課す

ことは許容されており（GATT２条第２項）、化石燃料等の課税対象物件そのものが
最終製品に物理的に含まれる場合には、輸入に際して、国境税調整を行うことは許容

されると考えられる。 

 

一方、輸入品に対しては、同種の国内産品に課せられる課税額を超える範囲での課

税は禁止されているが（同第３条第２項）、その生産過程において、エネルギーを消

費した産品に対する課税が、内国税に「相当する」課徴金として同第２条第２項を適

用し得るか、同第３条第２項により禁止されるかについては、明確な答えが示されて

いない。 
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 前述の、1987 年にカナダ、メキシコ、EU が化学物質税の輸入産品に対する国境
税調整についてアメリカの化学物質税を提訴して、パネル裁定がなされた当時は、税

率等の詳細が決められていない段階であり、裁定では、生産過程において使用された

物質への課税について、同第２条第２項を適用し得るかどうかについて明示的に示さ

れていない。 

 

②  輸出産品については、同種の国内産品に課せられる課税額を超える範囲での軽減等

を、輸出補助金とみなして禁止している（補助金及び相殺措置に関する協定（SCM 協

定）第３条、附属書Ⅰ(h)）が、炭素税やエネルギー税がこの条文に基づいて禁止の

対象となるか否かは、未だに GATT のパネル裁定のような判断は過去になされておら

ず、現段階では、最終的な結論を明確に示すことはできない。 

 
 ２）実行面 

 温暖化対策を目的とする環境税の国境税調整については、米国の化学物質税及び ODC
税を基に、その実行面に関する課題や指摘事項が示されている。 
 （Brack, Duncan et. Al., 2000, International Trade and Climate Change Policies, 

Royal Institute of International Affairs, London, P.79） 
  ○ 化学物質税や ODC 税の場合、最終的な製品に課税対象物質が含有されているか否か

は問われず、製造過程で使用されたものに対して国境税調整を行っている点が特徴的

である。 

○ 課税額が過小な場合には国境税調整の対象から外す裾切りをすることにより、行政

コストを軽減しており、国境税調整を行うのであれば、このような措置は必須である。 

 ○ 課税額が製品の最終価格の中で大きな割合を占める場合には、不法取引を含む、脱

税が横行してしまう。国境税調整によって、このような不正取引を激化させる可能性

がある。 

  

 

４．まとめ 

  以上のことから言えることは以下のとおり。 

  ○  化学物質税や ODC税の例に鑑みれば、課税対象物質を輸出入する際の国境税調整は、
理論的には可能。環境税についても、課税対象となるエネルギーそのものを輸出入する

場合、国境税調整は可能であると考えられる。しかし、温暖化対策を目的とした環境税

として炭素やエネルギーに課税する場合、GATT や WTO といった自由貿易のルールの観点
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からは、国境税調整が可能かどうかは明確ではない。 

  ○  化学物質税や ODC 税では、課税額が過小な場合には国境税調整の対象から外す裾切り

をすることにより、行政コストを軽減している。フロンの場合、用途は限定的であり、

フロンを使っているものとそれ程使っていないものの仕分けは比較的容易だが、炭素や

エネルギーに課税し、国境税調整を導入する場合には容易ではない。 

例えば、課税額を決めるためには、ODC 税の場合のように標準的な製造方法等を基
に税額を算出し、表にする必要があるが、フロンと異なり、エネルギーは生産工程の様々

な局面で使われていることから、炭素やエネルギーの使用について、膨大な数の標準的

な製造方法を設定することが必要となる。もしくは、課税対象である炭素やエネルギー

が過小なものに対して、国境税調整の対象から外す裾切りをする必要がある。 

○  今後は、国境税調整の導入が技術的に困難か否かの検討とともに、税率の軽減措置な

ど、産業の国際競争力に配慮するための様々な手段の実施可能性なども含めて、総合的

に検討を進めていく必要がある。 

 10


